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UWB無線システム作業班等における検討経緯 

作業班における主な意見 

意見１ 4.2GHz以上4.8GHz以下の無線設備に対する干渉を軽減する機能の技術的条件についても本 
   委員会で検討いただきたい。 

【関係条文】 
第四節の二十五 超広帯域無線システムの無線局の無線設備 
第四十九条の二十七 超広帯域無線システムの無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 
 一～八 （略） 
 九 三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用する無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する干渉を軽減
する機能を有するものであること。 
附 則 
 この省令の施行の日から平成二十五年十二月三十一日までの間に限り、施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線
システムの無線局（四・二GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するものに限る。）の無線設備は、改正後の第四十九条の二十七
第九号に規定する干渉を軽減する機能を有することを要しない。 

意見２ 屋外での利用について、新たな技術的進歩状況やニーズを踏まえて検討いただきたい。 

第４世代携帯電話等の技術的検討を踏まえて、作業班で検討する。 

屋外利用については、様々な用途が考えられるため、共用条件の検討には多くの時
間を要するものと考えられる。 
このため、将来的な課題として、センサー用途UWB無線システムの検討終了後、具
体的な用途の希望があれば、別途検討する。 
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２ UWB無線システムの現状 



通信用途UWBの技術基準適合証明及び工事設計認証の取得数 

取得年度 
ローバンド(3.4GHz-4.8GHz) ハイバンド(7.25GHz-10.25GHz) 

技術基準適合証明 
(台数) 

工事設計認証 
(件数) 

技術基準適合証明 
(台数) 

工事設計認証 
(件数) 

平成18年 7  2  0  2  
平成19年 103  12  2  0  
平成20年 83  10  0  2  
平成21年 41  6  35  4  
平成22年 0  4  30  4  
平成23年 0  1  0  4  

合計 238  35  67  16  

ＵＷＢ無線システムの普及状況 ５ 





３ センサー用途UWB無線システム 











４ 他の無線システムとの共用条件等 



他の無線システムとの干渉検討 

○センサー用途UWB無線システムの干渉検討にあたっての条件 
 
・原則として対象周波数である7.25 GHz-10.25GHzのインバンド内の無線局を対象として検討する。 
・無線設備の技術基準は伝送速度制限、電源制限を除いて従来どおりとする。 
・ITU-R SM.1756及びRA.769(電波天文）に準拠し、 RR4.4を適用する。 
・従来の通信用途UWB同様、屋内限定使用、航空機・船舶・衛星への搭載は不可とする。 
・最大利用密度を200デバイス/k㎡（＊）とする。 
・稼働率は５％以内とする。 
・壁減衰については通信用途UWBの検討時と同様に12dB とする。  
 
＊需要密度：10年後のUWB普及最大数から利用密度を算定数値とする。通信用途(50Mbps以上) 2023年時点10デバイス/k㎡、センサー用途(50Mbps未満)  
 2023年時点98.05デバイス/k㎡となる。以上から通信用途とセンサー用途を合わせた利用密度は108.05デバイス/㎢となり、 
 マージンを加味して干渉検討における最大利用密度を200デバイス/k㎡とする。                   
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○干渉検討の方法 
１ 対象無線局の選出 
  情報通信審議会報告書（諮問第2008号 H18.3）から干渉検討の対象となる無線局の状況が異なって
いることから、改めて無線局を抽出。 
２ 対象無線局の諸元 
  対象無線局の抽出に伴い、無線局諸元を作成 
３ 干渉検討 
  センサー用途UWB無線システムは、電気的特性は通信用途UWB無線システムと同様であることから、
計算手法は情報通信審議会諮問第2008号の報告書に沿って行うこととした。 
（１） シングルエントリー（１対１）において干渉検討を実施し離隔距離を求める。 
（２） Aggregate（複数のUWBが配置された状態）において干渉検討を実施し離隔距離を求める。 
（３） 実運用時での検討を行い、許容できる離隔距離に対しての共用条件を求める。 
（４） 上記において、通信用途UWBと同様の場合は、改めて離隔距離を計算する必要はないこととした。 







５ 干渉軽減機能 





干渉軽減機能について 

○検討対象とする干渉軽減機能 
  DAA(Detect and Avoid)及びLDC(Low Duty Cycle) 
 
○対象周波数 
  4.2-4.8GHz帯 
 
  ※現行規定では、3.4-4.8GHz帯において干渉軽減機能が必要となっているが、 
    うち4.2-4.8GHz帯については平成２５年末まで経過措置期間となっているところ、 
    期限が近づいているため速やかな検討が必要。 
    3.4-4.2GHz帯については具体的な機能の提案があり次第速やかに検討することとする。 
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干渉軽減機能の技術的条件 

○DAAの条件等 
   ・他の無線システムの信号を検知した場合、そのシステムに干渉を与えないレベルまでUWB の送信電力を下げる 
 
   ・第４世代携帯電話の検知においては、基地局が送信し、端末がセルサーチを行う際に利用する 
            Synchronization signalを判定に用いる 
 
   ・圏外判定閾値([-130dBm/150kHz]) - (補正項１) - (補正項２) 
    を閾値とする。 
        補正項１：携帯基地局と携帯移動局間の伝搬路が見通し状態であり、携帯基地局とUWB端末間が見通し状態でない場合を考慮し、決定される係数。シャドウ  
               イング損失、屋内進入損失に相当する補正項 
        補正項２：UWB端末(制御装置)が携帯基地局の信号を検出し、送信可能な電力を決定し、UWB端末(子機)はUWB端末(制御装置)の制御に従い送信電力を 
               制御する場合、携帯基地局信号の測定点とUWB端末制御装置-子機間の離隔距離に相当する閾値の差分に関する補正項 
 
   ・動作等に関する詳細な条件については、実証実験等で決定する。 
 
    
○LDCの条件等 
    ・LDCは、Duty Cycle に占める電波の発射時間を短くすることにより、他のシステムへの影響を抑える方法である。 
   そのため、1msのフレーム単位で信号伝達を行う第４世代携帯電話とは十分な検証を行うものとする。 
    
   ・詳細な条件については、十分な検証後、共用可能と認められた場合、実証実験等で決定する。 
 
 

○留意事項 
    UWBデバイスに実装する干渉軽減機能は、DAAを推奨し、優先的に技術検討を行うこととする。またLDCの検討に 
   あたっては、第４世代携帯電話との共用に十分な検証を行うこととする。なお、4.2-4.8GHzにおける第４世代携帯電 
   話の導入時期はまだ確定していないことから、将来4.2-4.8GHzに追加分配が決定し、第４世代携帯電話の技術的   
   条件が確定した時点で、LDCの技術的条件の見直しをサービス開始期日までに行うこととする。 
 
  
 
  
 

１９ 



６ 交流電源接続規定の撤廃 



交流電源接続規定の撤廃について 

・一方、本規定は、運用者に課せられた無線局運用の義務に関するものであり、無線設備規則上は違反
しても罰則がない。 

・無線設備規則上、第49条の27 第１項第３号における屋内利用限定の規定と同様の中身であり、二重
の規制を課していることになる。 

・本規定では必ずしも屋内運用が担保できず、また技術の進歩や利用シーンの変化により、UWBの使
い勝手を必要以上に悪くしている。 

・屋内利用限定の5GHz帯無線LANには、交流電源接続の規定はない。 
・業界からも、交流電源接続の撤廃が要望されているところ。 

 無線設備規則第49条の27第1項第4号の撤廃が妥当。 
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無線設備規則第49条の27第1項第3号 
  筐体の見やすい箇所に、屋内においてのみ電波の発射が可能である旨が表示されていること。 
無線設備規則第49条の27第1項第4号 
  交流電源を使用していない無線設備については、交流電源を使用している無線設備からの信号を受信した後でなければ、電
波を発射してはならない。  

・無線設備規則第49条の27第１項第４号で規定されている交流電源接続は、被干渉無線システム側か
らの屋内利用担保の強い要求を踏まえ規定されたという経緯がある。 

※ただし、本規定の撤廃により、普及台数が予測より大幅に増加したり、他の無線システムに影響が出たりした場合には
速やかに条件を見直す等、継続的な管理を行っていく必要がある。 

・他方、審議において、本規定の撤廃により、UWBデバイスが屋外に持ち出されるリスクの増大等が懸
念されたが、普及予測が平成17年度の制度化時より大幅に下回ったことから、有害な干渉が直ちに発
生する可能性は低いと判断。 



７ 継続検討課題 



今後の検討課題 

 （1） 屋外利用 
   UWB無線システムの利用環境については、UWB無線システムの利用シーンを考慮した場合、

屋内外を問わず利用できることが望ましいが、他の無線システムに与える干渉の可能性が高くなる
ことから、屋外の利用に関しては慎重な意見が多かった。 

     しかしながら、米国においては屋内外の利用に制限は無いこと、また欧州においても屋外利用は

認められており、自動車内や列車内の利用について技術基準が策定され、航空機内等における
UWB利用の検討も始まっていることから、我が国においてもUWB無線システム搭載製品の普及状
況や国際的な動向、メーカー等からのニーズを鑑み、屋外で利用されるUWB無線システムと他業
務との周波数共用の検討を継続することが適当。 

 
 （2） 干渉軽減機能 
    今回検討した干渉軽減機能の対象周波数は、ローバンドのうち4200-4800MHzのみとなってお
り、3400-4200MHzについても引き続き検討していくことが適当。 
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